
令和５年１２月 1４日 

第４回定例会議案

(別冊２ )

厚 真 町 議 会
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認定第１号 

 

 

 

   令和４年度厚真町一般会計歳入歳出決算の認定について 

 

 

 

 決算審査特別委員長から、令和４年度厚真町一般会計歳入歳出決算の審査結

果について、別紙のとおり報告があったので提出する。 

 

 

 

 

 令和５年１２月１４日提出 

 

 

厚真町議会議長 渡 部 孝 樹 
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認定第２号 

 

 

 

   令和４年度厚真町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認 

定について 

 

 

 

 決算審査特別委員長から、令和４年度厚真町国民健康保険事業特別会計歳入

歳出決算の審査結果について、別紙のとおり報告があったので提出する。 

 

 

 

 

 令和５年１２月１４日提出 

 

 

厚真町議会議長 渡 部 孝 樹 
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認定第３号 

 

 

 

   令和４年度厚真町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定に 

ついて 

 

 

 

 決算審査特別委員長から、令和４年度厚真町後期高齢者医療特別会計歳入歳

出決算の審査結果について、別紙のとおり報告があったので提出する。 

 

 

 

 

 令和５年１２月１４日提出 

 

 

厚真町議会議長 渡 部 孝 樹 
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認定第４号 

 

 

 

   令和４年度厚真町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定に 

ついて 

 

 

 

 決算審査特別委員長から、令和４年度厚真町介護保険事業特別会計歳入歳出

決算の審査結果について、別紙のとおり報告があったので提出する。 

 

 

 

 

 令和５年１２月１４日提出 

 

 

厚真町議会議長 渡 部 孝 樹 

- 9 -



- 10 -



認定第５号 

 

 

 

   令和４年度厚真町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定に 

ついて 

 

 

 

 決算審査特別委員長から、令和４年度厚真町簡易水道事業特別会計歳入歳出

決算の審査結果について、別紙のとおり報告があったので提出する。 

 

 

 

 

 令和５年１２月１４日提出 

 

 

厚真町議会議長 渡 部 孝 樹 
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認定第６号 

 

 

 

   令和４年度厚真町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定 

について 

 

 

 

 決算審査特別委員長から、令和４年度厚真町公共下水道事業特別会計歳入歳

出決算の審査結果について、別紙のとおり報告があったので提出する。 

 

 

 

 

 令和５年１２月１４日提出 

 

 

厚真町議会議長 渡 部 孝 樹 
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令和５年１１月７日 

 

厚真町議会議長 渡 部 孝 樹 様 

 

決算審査特別委員長 吉岡 茂樹  

 

 

決算審査特別委員会審査報告書 

 

令和５年第３回定例会において付託を受けた、令和４年度厚真町各会計歳入歳出

決算の認定について、去る１１月２日から７日までの３日間にわたって、本特別委

員会を開催し慎重に審査した結果、次のとおり決定したので厚真町議会会議規則第

７７条の規定により報告いたします。 

 

記 

 

 

１ 付託年月日  

令和５年９月１３日 

 

 

２ 付託事件 

認定第１号 令和４年度厚真町一般会計歳入歳出決算の認定 

認定第２号 令和４年度厚真町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算 

の認定 

認定第３号 令和４年度厚真町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定 

認定第４号 令和４年度厚真町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定 

認定第５号 令和４年度厚真町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定 

認定第６号 令和４年度厚真町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定 
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３ 審査の経過及び結果 

去る１１月２日に本特別委員会を招集し、冒頭に審査の要領及び日程について

協議の後、令和４年度の厚真町各会計歳入歳出決算について審査を行った。 

審査に当たっては、最初に総務課財政担当参事から各会計の歳入歳出決算の概

要及び一般会計の総括について説明を受け、引き続き所管部局から決算書及び主

要施策成果等説明資料並びに財産に関する調書及び厚真町土地開発基金運用状

況調書に基づきそれぞれ説明を求め、予算が議決の趣旨に沿って適法・適正かつ

効率的に執行され、所期の目的が達成されているか、などに主眼を置き、その都

度質疑を行った。 

１１月７日にすべての所管部局の審査を終え、その後、討論、採決を行ったが、

採決の結果、本特別委員会は、令和４年度の厚真町各会計歳入歳出決算について、

いずれも全会一致をもって認定すべきものと決定し閉会した。 

 

 

４ 付帯意見 

 

（１）事業実施にあたり、一部事業において説明不足が散見されるため、情報の 

周知徹底を図り事業遂行に努められたい。 

（２）税等の滞納事務においては、徴収猶予分を除き徴収努力が認められる。今 

後も引き続き徴収対応に配慮し、公平な負担と財源確保の観点から適正な事

務処理を行ってもらいたい。 

（３）新型コロナウイルスの影響によりやむを得ず執行できなかった事務事業も 

あるが、予算編成においては、事業評価を適切に実施するとともに関係団体

及び町民のニーズを捉え内容を十分精査し、より一層の効果的かつ効率的な

行財政運営に努められたい。 
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報告第２号 

 

 

 

   所管事務調査報告について 

 

 

各常任委員長から、別紙のとおり所管事務調査の報告があったので提出する。 

 

 

令和５年１２月１４日提出 

 

 

                   厚真町議会議長 渡 部 孝 樹  
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令和５年１１月１６日 

 

 厚真町議会議長 渡 部 孝 樹 様 

 

 

総務文教常任委員長 伊藤 富志夫  

 

 

所 管 事 務 調 査 報 告 書 

 

 令和５年第３回定例会において閉会中の委員会活動の議決を得た所管事務につ

いて、去る１０月３０日に本委員会を開催し調査を終了したので、厚真町議会会議

規則第７７条の規定により報告する。 

 

 

記 

 

 

１ 調査事件 

 

（事務調査） 

① 分野ごとの二酸化炭素排出量とその削減策について 

② 厚真町重層的支援体制整備事業の実施状況について 

  

（現地調査）   

   ① 早来学園 

   ② 小さな学び舎ちゃぐちゃぐ 

 

２ 主な説明内容 
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１ 分野ごとの二酸化炭素排出量とその削減に向けた取組 

（１）厚真町地球温暖化対策実行計画（区域施策編）策定業務委託

① 業務目的

令和３年５月に「地球温暖化対策の推進に関する法律」の一部が改正され、

2050 年までに脱炭素社会の実現に向けて、地域の再生可能エネルギー活用な

どにより、脱炭素化促進が求められている。  

本業務では、厚真町（以下「本町」という。）「２０５０年カーボンニュー

トラル」の実現に向け、本町の課題や目指すべき方向性を明らかにするために、

必要な調査や分析、基本的な方針、講ずべき施策の基本方向や地域特性等を定

めた、「厚真町地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」を策定することを目

的とする。  

② 委託期間

令和５年７月２７日から令和６年３月２９ 日まで 

③ 委託箇所

厚真町全域

④ 業務内容

本業務について、環境省が公表する「地方公共団体実行計画(区域施策編)策

定・実施マニュアル(簡易版)」に基づき適切な方法で行うこと。また、温室効

果ガスの将来推計等に「地方公共団体における長期の脱炭素シナリオ作成方法

とその実現方策に係る参考資料」を参考に用いること。  

ア 計画とりまとめ方針の検討

業務の具体的な実施方法、工程、役割分担等を示した業務計画（案）を作

成し本町と打合せ後、業務計画を作成する。  

イ 温室効果ガス排出量の推計（社会的条件及び対策に関わる整理を含む） 

本町における温室効果ガス排出量の現状についてとりまとめるとともに、

本町の社会的特性を踏まえ、本町の将来の温室効果ガス排出量に関する推計

を行う。 

なお、将来推計にあたっては、本町の社会的条件から有効性の高い施策を

選定し、温室効果ガス削減見込量（再エネ、省エネ行動、省エネ機器の導入、

次世代自動車の普及や公共交通機関の利用など）の試算を行い施策に反映す

る。  

ウ 町内における気候変動リスク・脆弱性の評価（適応策の整理）
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気候変動に伴い想定される防災面・経済面等複数のリスク・脆弱性を評価

し、これらのリスクに対して想定される適応策について整理する。 

エ 温室効果ガス排出量削減目標等の設定

  将来推計の結果及び国・北海道の動向を踏まえて、温室効果ガスの排出量

の削減目標（産業・家庭・業務その他・運輸などの部門別）を設定する。  

オ 対策・施策の検討

 「エ 温室効果ガス排出量削減目標等の設定」により設定された削減目標 

を達成するため、排出量削減に有効な取組みを整理し、2030 年度までに実

施する対策・施策として年度別に取りまとめる。  

２ 参考資料（令和４年度厚真町地域再エネ導入戦略策定委託業務、厚真町ゼロ 

カーボン・ビレッジ構築計画策定委託業務）

（１）本町の温室効果ガス排出量の現状集計結果

本町の令和元(2019)年度の温室効果ガス排出量は約 67.1 万 t-CO2 であり、 

平成 21(2009)年以降は 60～70 万 t-CO2 台で推移している。エネルギー転換部 

門が約８割、次いで運輸部門が約１割を占めており（図表 1）、運輸部門の８ 

割程度は船舶が由来である。しかしエネルギー転換部門と船舶の排出量は、特 

定企業の活動に大きく起因するため、町の施策によって削減することが事実 

上、困難である。 

そこでエネルギー転換部門と船舶を除くと、令和元(2019)年度の排出量は 

約 7.9 万 t-CO2 であり、産業部門が約４割、次いで業務その他部門が約３割 

を占める結果となった（図表 ２）。産業部門の排出量の過半は製造業が由来 

である。なお本町には製造業において、第二種エネルギー管理指定工場（年度 

間エネルギー使用量が原油換算で 1,500kL/年度以上～3,000kL/年度未満の事 

業所）に該当する食品工場が立地している。2009～2019 年度の排出部門・分 

野別 CO2 排出量の推計値を図表 ３に示す。エネルギー転換部門は、苫東厚真 

発電所における自家消費等による CO2 排出量（販売した電気の生産に伴う CO2 

排出量は含まない）を計上しているが、2019 年度の排出量は調査時点で未公 

表のため、2009～2018 年度の過去 10 年間の平均値を暫定値として使用してい 

る。 
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図表 1 本町での排出部門・分野別 CO2 排出量（推計値） 
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図表 2 本町での排出部門・分野別 CO2 排出量割合 

（基準年度：2013 年度、現況年度：2019 年度） 

エネルギー転換部門の 2019 年度の排出量は未公表のため、過去 10 年間の平均

値を暫定値として使用している。（出所）各種資料をもとに株式会社日本総合研

究所作成 
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図表 3 本町での排出部門・分野別 CO2 排出量割合（船舶・エネルギー転換部門

を除く） 

（基準年度：2013 年度、現況年度：2019 年度） 

（出所）各種資料をもとに株式会社日本総合研究所作成 
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（２）本町のに CO2 排出量の削減シナリオ

➀排出部門・分野別 CO2 排出量と施策による CO2 排出削減量・吸収量（2050

年度）

➁各取組による CO2 排出削減効果の試算結果（目標年度別）
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１ 重層的支援体制整備事業実施の目的 

本事業は、これまでの福祉制度・政策と人々の生活そのものや生活を送る中

で直面する困難・生きづらさの多様性・複雑性から表れる支援ニーズに対応す

るため、既存の支援機関に加え、新たな包括的な相談体制の構築とアウトリー

チ支援から地域資源との環境調整まで一体的な支援を実施することを目的と

しています。 

２ 重層的支援体制整備事業における実施体制 

（１）包括的な相談支援体制

本町における相談支援は、高齢・障がい・子育て・生活困窮の各分野の相

談窓口が多分野の相談も受け付けるワンストップ体制の構築を目指してお

ります。 

その他、町が主催し、月１回定例で「支援会議」を開催し、支援ケースの

共有と支援対象ケースに対し、複数の機関が対応することが望ましいと判断

される場合は、支援機関の決定と毎月の支援経過を確認し支援終結まで町が

支援管理する体制としています。 

（２）支援ケースの概要と支援ケース

 相談受理ケースとして、ひきこもり、8050 世帯、生活困窮、高齢者虐待

及び経済困窮ケースなど様々であり、「支援会議」において現在継続的に支

援管理している支援ケース数は１１ケースとなっています。 

（町の支援体制図） 
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 事業実施効果として、これまで支援機関が本来対応することを想定して

いない 8050 世帯の子ども世帯への支援などを新規創設事業である『アウト

リーチ等支援事業』との役割分担ができたこと、それによりニーズの明確化

と次の支援へのステップをふむことができたことは本事業の実施にとって

重要な点であると考えます。 

（３）創設事業の役割と効果

  （ 役 割 ） 

①多機関協働事業・・多分野にわたる相談を包括的に受け止め、支援の役割

分担など各支援機関への円滑な連携を支援する。 

②アウトリーチ等を通じた継続的支援事業・・本人との関係性構築に向けた

支援を展開 

③参加支援事業・・本人のニーズと地域資源のマッチング支援

  ( 効 果 ) 

①ワンストップ相談窓口である一方で、他の支援機関ケースから多機関が

支援すべきニーズを表面化させることで役割分担を行い各機関が適切に支

援が実施されるよう管理することで支援の終結過程が見える化されている。 

  ②「支援会議」により必要な支援が行われていないと判断されるケースに対

して訪問による関係構築のための支援を実施している。実際の支援数とし

ては１件であるが、支援方策として高度な支援を要求される。 

③②による関係性構築により、本人とニーズを共有し、支援へとつなげてい

くが実際の支援例はまだない状況である。 

３ 今後の事業継続への課題

（１）求められる高い専門性と人材の確保

 各相談機関については関係法令に定める専門職配置が規定されているが、委

託事業者の現状として求められる有資格者が確保できていない現状がある。予

期せぬ退職や募集への応募がないことが長期化しており、仕様書に求める適正

な人員配置の履行が困難な状況もある。 

 また、既存の支援機関における相談に加え、創設事業（多機関協働・アウトリ 

ーチ支援・参加支援事業）においてはより高度な相談支援とコーディネーター能

力を求められており、本事業を安定的に継続していくために受託事業者の現状

や意向を次年度以降も確認し、仕様書に基づく受託が可能かについて十分に協

議をし、必要に応じて事業実施体制の見直しに向けた検討を行うなど、町民が安

心して相談できるワンストップ窓口と支援が届いていない町民へのアウトリー

チ支援が継続的に展開されるよう町が主体となり体制の維持に努めていく。
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３ 主な質疑・意見 

① 分野ごとの二酸化炭素排出量とその削減策について

・農業の部分においてのエネルギー排出は、どのような内容なのか。

・現在計画している新庁舎に関しては、のような対策を考えているのか。

・温暖化対策で、ゼロカーボンプラスマイナスゼロにしたいということだが、削減

するにはかなりの努力が必要である。行政だけでは当然できないと思うが、計画

をどのように進めていくのか。

・カーボンニュートラルなので厚真町の森林がどの程度二酸化炭素を吸収するのか

数値も確認をして、どこまでニュートラルにできるかという議論だと思うが、森

林の吸収量は何トンになるとに計算されているのか。 

・ＢＡＵは年々減少していく試算結果になってるいが、特定な施策をしなくても減

少する理由は。

② 厚真町重層的支援体制整備事業の実施状況について

・重層的支援体制の中には子どものいじめ等も含まれているのか。

・相談に来た場合、どのように対処するのか。

・専門の相談員はどの部門で何名くらいを想定しているのか。

・支援に繋げることが難しい場合、アウトリーチ等を通じた継続的な支援というこ

とになるのか。

・重層的な体制を作っていくために、他町との協力体制は考えているのか。

・日々の業務以外で１年間に受け入れる相談等から、町の施策へと転換するような

内容や情報提供ができる場はあるのか。
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令和５年１１月１６日 

厚真町議会議長 渡 部 孝 樹 様 

産業建設常任委員長 橋本 豊 

所 管 事 務 調 査 報 告 書 

 令和５年第３回定例会において閉会中の委員会活動の議決を得た所管事務につ

いて、去る１０月２７日に本委員会を開催し調査を終了したので、厚真町議会会議

規則第７７条の規定により報告する。 

記 

１ 調査事件 

（現地調査） 

①古民家

（事務調査） 

① 厚真町で再生した古民家３棟の経緯及び現状について

② ㈲ゆうきの里の現状について

２ 主な説明内容 
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厚真町における古民家再生事業について 

１．厚真町における古民家再生事業の目的 

厚真町における古民家再生事業は、厚真町の歴史と文化を後世に伝えることにより、

次代を担う町民の郷土愛を育むとともに、再生古民家の利用を民間事業者に委ね町内で

の新たな事業の展開により、町内経済の活性化と交流・関係人口の拡大を図ることを目

的とする。 

２．厚真町における古民家再生事業の経緯 

（１）厚真町の歴史的背景

厚真町では、これまでに実施した発掘調査により、約14,500年前の旧石器時代にはす

でに人々の居住の痕跡が確認されており、時を経て縄文時代（約7,000年～約2,300年

前）から続縄文時代（約2,300年～約1,500年前）、擦文時代（約1,500年～約800年前）、

アイヌ文化期（約800年前～明治期前）へと先人の歴史・文化が受け継がれ、明治期か

らは本州などからの入植が本格化し、開拓者の想像を絶するような苦労の末に、厚真町

の基幹産業である農業の礎が築かれ、現在の発展につながった長い歴史がある。 

（２）古民家の建築当時の様子

厚真町に残る古民家のほとんどは、先人が入植と同時に建築したものではなく、入植

からしばらくの期間は粗末な「掘立て小屋」で耐え忍びながら未開地の開墾に励み、長

年の苦労の末やっと生活が安定してきたころに、自分の生まれ故郷を想い故郷の伝統的

な様式で住宅を建築、その後、100年以上子孫に守り続けられてきたのが厚真町におけ

る古民家である。 

＊開拓期の生活の様子は別紙の「厚真村史」を参照 

（３）古民家再生事業の概要

厚真町の古民家再生は、次のすべての要件を満たしたものについて実施している。 

ア. 建物については、所有者から寄贈されたものであること。

イ. 明治、大正、昭和初期(戦前)に建築された建物で、 伝統的・特徴的な様式や構造

を持つ歴史的価値の高い建築物であること。

ウ. 居住用として利用されている(されていた)建築物であること。

エ. 専門家または有識者が保存・再生の必要性を認めた建築物であること。
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現在までに、以上の条件を満たした下記の古民家３棟（①～③）を移築再生し、別の

１棟（④）は構造部分のみを軽舞発掘整理事務所内に展示している。 

① 旧畑島邸（朝日） 平成27年（2015年）再生工事完了

富山県砺波郡砺波村（現在の小谷部市）から厚真村に入植した畑島吉次郎氏が、

先に入植していた福田林造氏の村外転出に伴い家屋の譲渡を受け、明治43年（1910

年）移築した建物で、富山県砺波地方を中心に古くから伝わる「枠の内（わくのう

ち）」という特徴的な梁組構造の広間を持つ「越中造民家型」の農家住宅。

② 旧山口邸（鹿沼） 令和4年（2022年）再生工事完了

福井県今立郡片上村（現在の鯖江市）から厚真村に入植した山口金松氏が、明治

41年(1908年)に建築した建物で、福井県大野盆地・越前平野を中心に分布する「越

前Ⅱ型」の特徴を持つ農家住宅。北陸地方の真宗の影響を受けた「坊主の間」「仏

壇の間」などの平面形式を持ち、「縁起のいい木」として重用された木材の「エン

ジュ」が多く使用された農家住宅。

③ 旧幅田邸（朝日） 令和5年（2023年）再生工事完了

富山県西砺波郡東太見村（現在の南砺市）で生まれ、先に入植していた同郷の知

人を頼り明治27年（1894年）一時美唄に居住。その後、道内各地を踏査し厚真村に

入植した幅田九郎兵衛氏が、明治34年（1901年）から3年間かけて建築した建物

で、富山県砺波地方を中心に古くから伝わる越中造民家の伝統的構造である「枠の

内（わくのうち）」という特徴的な梁組構造の広間を持つ「越中造民家型」の農家

住宅で、使用している主要な材料と大工は、富山より船で運んだと伝えられてい

る。

④ 旧木澤邸（軽舞） 令和2年（2020年）旧軽舞小に構造部分のみを展示

富山県西砺波郡東太見村（現在の南砺市）から、先に入植していた里見五佐氏を

頼り明治30年（1897年）に厚真村に入植した木澤兵次郎氏が、大正2年（1913年）

里見五佐氏の手で建築した住宅で、富山県砺波地方を中心に古くから伝わる「枠の

内（わくのうち）」という特徴的な梁組構造の広間を持つ「越中造民家型」の農家

住宅。
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３．厚真町における古民家の再生及び活用の方針 

（１）古民家の再生方針

厚真町の古民家再生は、間取り、構造、外観、面積など、建築当時の姿に極力忠

実に再現（再生）することを基本としており、設計・施工時には「日本・世界の建

築史」及び「木造建築」に知見のある学識経験者の意見を参考に、いつの時点でも

登録文化財としての指定が可能な水準で整備を行っている。

一方で、再生古民家は、北海道の冬の気候にも十分耐えうる北方型住宅基準をク

リアできる高い技術水準を確保した建物となっている。

（２）古民家の活用方針

古民家の活用は、下記の理由により民間事業者による利用を基本としている。

選定に当たっては、公募により利用者の募集を行い、プロポーザル（企画提案）

により、町内経済の活性化や交流・関係人口の拡大に最も適していると思われる事

業者を決定する。 

なお、民間事業者利用によるメリットは下記のとおり。 

① 設置者（町）側の施設管理に伴うコストの軽減

② 交流・関係人口の拡大（町外からの施設利用者）

③ 町内における新たな事業創出

④ 古民家に関心のない人への古民家に関わる機会の創出（リピーターの獲得）

⑤ 将来的な改修費用の確保（家賃収入）
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５．再生古民家賃貸料の算定基準 

〇 土 地 宅地使用料 ＝ 固定資産税評価額より算定 

＋ 

〇 建 物 建物取得額 ＝ 建設費のうち一般財源充当分を課税上の法定耐用年数 

（木造22年）で除した額 

＋ 

借入金(起債)の利息 ＝ 建物取得額×残存率×経年補正率÷耐用年数 

＋ 

修善料 ＝ 建物取得額の1.2%（年額） 

＋ 

火災保険料 

〇 月額家賃は、上記により算定された額を12ヶ月で除した額 

・旧畑島邸：53,000円/月 ・旧山口邸：66,000円/月 ・旧山口邸：118,000円/月

＊ただし、利用開始から3年間は、施設の一般公開を条件に、一般公開部分面積を賃貸面

積から控除した額（概ね算定額の6割程度）を家賃として設定している。

したがって、町としては建物に係る建築費のうち一般財源充当分を22年以内で回収できるこ

ととなり、その後も長期にわたり家賃収入が見込まれることから、持続可能な施設管理が可

能となる。 

６．今後の古民家再生事業の進め方 

（１）現存する古民家の状況

厚真町で確認された古民家は、北海道胆振東部地震前には再生済み（再生予定を含む）

のものを除き１０棟を数えたが、地震の被害により、９棟が解体の運命をたどることと

なった。（うち 1棟の木澤邸は旧軽舞小学校に構造部分のみを展示） 

その後、砂防区域指定に伴い立ち退き対象となった所有者からの寄付を受け、解体材を

保管中のもの 1棟と、地震が契機で空き家となり所有者が町への寄付の意向を示すもの

１棟の古民家が確認されている。 

（２）今後の古民家再生方針

現在、道内でいわゆる
．．．．

古民家の残る自治体は、ほぼ厚真町に限られる状況となってお

り、北海道開拓期の貴重な遺構の残る町としての地位が確立しつつある。 

しかし、厚真町に現存する未再生の古民家はごく少数となり、引き続きこれら古民家の

再生事業を進めていく必要性が高いと考える。 

今後の古民家再生においては従来型の手法に加え、民間資金の積極的な活用による民間

主導型の再生・活用を視野に入れた手法の検討により、より財政負担の少ない事業推進

を図っていく。 

民間による活用のための具体案は下記のとおり。 

① 古民家所有者と古民家活用希望者をつなぐ「古民家バンク」制度の創設

② 「歴史的建築物の保存と活用に関する条例」（令和 5年 4月 1日施行）に則した改

修・活用のための調査・設計に対する補助 
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② （有）ゆうきの里の現状について

１．「ゆうきの里」時系歴 

番号 月 日 事 項 

1 H8.3.22 
㈱西村コーポレーションから醗酵堆肥製造工場建設に係る

地元への協力依頼 

2 H9.4.11 
堆肥製造施設に関する四者協議会規約制定 

（別紙資料１）   ※四者＝高丘自治会、町、農協、事業所

3 H9.7.4 
町と㈲有機工業との間で堆肥工場の操業に伴う協定を締結 

（別紙資料２） 

4 H9.10.28 建物、機械の設置完了。11 月試験操業から本操業へ 

5 H13.3.31 ㈲有機工業が倒産。 

6 H13.12.21 ㈲有機工業から㈱光産業への事業継承申請の説明 

7 H16.1.7 ㈱光産業閉鎖。㈲ゆうきの里へ事業継承。 

8 H16.9.1 
町と㈲ゆうきの里との間で堆肥工場の操業に伴う再協定 

（別紙資料３） 

9 H24.2.26 降雪により処理施設の一部崩壊 

10 H27.春 
北海道グリーンウェル㈱が運営管理を実施 

（別紙資料４） 

11 H28.4 ㈲ゆうきの里から北海道グリーンウェル㈱へ経営譲渡 

２．運営会社の概要 

１）名称 ： 北海道グリーンウェル株式会社

２）代表 ： 代表取締役 石政 健太郎

３）事業内容 ： 産業廃棄物処理業、肥料製造・販売 他

４）許可・登録 ： ① 産業廃棄物処理業（北海道） 許可番号 0120112877 

*期間 R1.9.25～R6.8.5

② 産業廃棄物収集運搬業（北海道）許可番号 0100112877

*期間 R1.11.12～R6.10.7

③ 肥料登録（H17.6.27 登録）

・ゆうきの里１号（86253）－ 汚泥肥料

 （許可・登録は「有限会社ゆうきの里」を引継ぐ） 
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３．原材料搬入実績 （ｔ/年） 

企業等 排出元 原料種別 R2 年度 R3 年度 R4 年度 

Ａ社 

（食肉加工） 
厚真 

脱水有機性汚泥(動物性) 

 ＊加工場の浄化槽汚泥 
2,868 2,708 2,866 

Ｂ社 

（食肉加工） 
伊達 

脱水有機性汚泥 

＊加工場の浄化槽汚泥 
830 700 696 

Ｃ社 

（食品加工） 
千歳 

動植物性残渣 

＊醤油製造工程での残渣 
328 43 36 

Ｄ社 

（種苗・飼料） 
苫小牧 

動植物性残渣 

＊飼料製造過程でのエラー品 
89 190 251 

Ｅ社 

（飲料水製造） 
恵庭 

動植物性残渣 

＊お茶殻 
941 996 690 

Ｆ社 

（製粉製造） 
札幌 

動植物性残渣 

＊製粉製造過程でのエラー品 
51 44 50 

Ｇ社 

（調味料製造） 
安平 

動植物性残渣 

＊調味料製造過程でのエラー品 
10 17 16 

5,117 4,698 4,605 

４．肥料販売等実績 

① 直近の肥料生産数量 ： ２，１６０ｔ／年（販売数量 2,160ｔ／年）

② 主な出荷先（地域） ： 千歳市、南幌町、石狩管内全域、長沼町、

むかわ町 など 

５．地域住民への配慮等 

① 堆肥製造施設に関する諸問題の早期解決のための連絡調整機関として

H9.4.11 に四者（高丘自治会、町、農協、事業者）で構成する「四者協議会」

を設置して随時の説明会や報告会を開催。

②「四者協議会」の開催

・平成 9 年度  1 回【㈲有機工業】 ※堆肥製造施設完成 

・平成 14 年度   1 回【㈱光産業】  ※運営事業者変更 

・平成 15 年度   4 回【㈱光産業】  ※汚水等流出で北海道より改善命令 

・平成 16 年度   2 回【㈲ゆうきの里】※運営事業者変更 

・平成 17 年度   1 回【㈲ゆうきの里】※運営事業者変更 

・平成 18 年度   1 回【㈲ゆうきの里】※新事業者の運営状況 

・平成 20 年度   1 回【㈲ゆうきの里】※運営管理状況 

・平成 22 年度   1 回【㈲ゆうきの里】※運営管理状況 

・平成 24 年度   1 回【㈲ゆうきの里】※降雪による施設被害状況 

・平成 28 年度   1 回【㈲ゆうきの里、グリーンウェル（管理運営会社）】 
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６．環境問題（産業廃棄物処理に関する許可権者【北海道】による現地調査など） 

１）汚水等の河川流失に対する「改善命令」【北海道 → ㈱光産業】

① H15.10.30 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 19 条の 3 に基づ

く改善命令【北海道胆振支庁長】

・法第 14 条第 8 項違反

（廃棄物の処理について、施設外及び敷地外に、廃棄物及び汚水が流

出しないよう速やかに措置を講じること。）※H15.12.1 履行期限 

② 施設閉鎖の報告

（H16.1.7 ㈱光産業より改善命令を受けた施設整備の改善に問題が

あり、継続が困難との報告 ※原料搬入は 12 月より中止） 

③ 顛末

○ 施設所有者【㈲ゆうきの里】が「公害発生のない堆肥製造を条件と

して」地元の了解を得て、8 月 6 日付で廃棄物処理業者の許可を取

得して「ゆうきの里」として 8 月 20 日より堆肥製造を再開。

２）廃棄物が保管基準に適合しない状態での屋外保管等「改善指導」

【北海道 → ㈲ゆうきの里】 

① H26.5.7 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 19 条の規定に基づ

く検査結果による改善指導【北海道胆振総合振興局長】

・ 法施行令第 6 条第 2 号イで規定する令第 3 条第 1 号イ(1)違反

（廃棄物の処理過程で生ずる汚水が雨水排水路に流出）

・ 法施行令第 6 条第 2 号ロで規定する令第 3 条第 1 号リ(2)（イ）違反

（廃棄物が保管基準に適合しない状態で屋外に保管）

・ 上記の指導内容は、汚水流出防止対策として床面を不浸透性の材料

で覆う。保管場所以外での廃棄物の保管については、全量撤去し適

正処理を実施。 ※ H26.5.21 までに顛末書と改善計画書を提出指示

② H26.5.19 付けで㈲ゆうきの里より「顛末書及び改善計画書」が胆振総

合振興局長へ提出された。（内容は次のとおり）

・ 汚水の雨水排水路への流出については、凍結のため排水できない雪

解け水が工場内に流入したことが原因であるため、4 月に排水口を

掃除して施設内流入を防止する。

・ 処理過程の廃棄物を保管場所以外に一旦置いたものであり、適正の

場所に戻した。

・ 2 号棟の床は 5 月中に修復予定

・ 通路と排水施設は 6 月 10 日までに修復予定

③ H26.6.30 胆振総合振興局による立入検査

・改善計画のとおり実施されていた。

④ H26.12.8 胆振総合振興局による巡回検査（問題なし）
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３）その他、搬送車通過時や風向き等による悪臭への苦情については、産業廃

棄物処理業の許可権者である北海道の指導や「四者協議会」などの関係機

関を通じた協議・要望を随時実施して対応。 

・一例、搬送車通過時の悪臭対応では荷台をブルーシートで覆って対応。 

７．北海道胆振東部地震での被害（影響）の状況 

１）被害状況

・ 地滑りによる土砂について、撤去できていないが作業に支障をきたす

ものではない状態。

２）操業状況

・ 地震の影響なく作業はできている。ただ、地震の影響によるものかは

不明だが地震前には確認されていなかった地盤の沈みを確認すること

がある状態。
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３ 主な質疑・意見 

① 厚真町で再生した古民家３棟の経緯及び現状について基

・過去に、古民家前の雑草が生い茂り適切な管理がされてないのではという趣旨で

一般質問したが、今一つ手入れが必要ではないか。使用者にどのような指導、話し

合いが行われたのか。 

・古民家前の駐車場一帯にも雑草が生い茂っている。管理は如何なものか。

・これから冬期間になるので、観賞用の植物であっても草刈り等できれいにして、

雪が降っても枯れ草があるような状況にならないよう指導してほしい。 

・古民家３棟のうち１棟が空き家状態のようだが、空き家状態になると、痛みが激

しくなることもあるので、貴重な建物とすれば早急に対応をしたほうが寄贈された

方も安心されるのでは。 

② ㈲ゆうきの里の現状について

・原料を搬入するトラックが通過するだけで匂いが残るが、地域住民からの苦情は

ないのか。 

・平成２８年から四者協議会が開催されていないようだが、定期的に開催をするも

のではないのか。 

・四者協議の協定者は㈲ゆうきの里だが、経営移譲された北海道グリーンウェル㈱

はそれを引き継いでいるのか。 

・原料の搬入周期の基準はあるのか。

・勤務時間外で住民の方が就寝するような時間帯に堆肥工場へ搬入している経緯が

あると聞いているが、町としてどのように考えているのか。 
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報告第３号 

 

 

   委員会調査報告について 

 

 

 新庁舎周辺等整備調査検討特別委員長から、別紙のとおり委員会調査報告があ

ったので提出する。 

 

 

  令和５年１２月１４日提出 

 

 

                    厚真町議会議長 渡 部 孝 樹  
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令和５年１１月１６日 

厚真町議会議長 渡 部 孝 樹 様 

新庁舎周辺等整備調査検討特別委員長 吉岡 茂樹 

委 員 会 調 査 報 告 書 

 令和５年第３回定例会において付託された調査事件について、去る１０月１１日、

１０月２５日に本委員会を開催し、厚真町議会会議規則第７７条の規定により報告

する。 

記 

１ 委員会開催状況 

  １０月１１日、１０月２５日 

２ 調査事件（所管事項） 

 令和５年１０月１１日 

（道内現地調査） 

① 議会関連施設等の調査（洞爺湖町議会及び倶知安町）

令和５年１０月２５日 

（事務調査） 

① 庁舎周辺等整備基本構想・基本計画等について

３ 主な説明内容 
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４ 主な質疑・意見 

令和５年１０月２５日 

① 庁舎周辺等整備基本構想・基本計画等について

・想定面積約 3,000㎡は狭いという印象だが、3,000㎡以下に抑える根拠は。

・想定面積が現状とあまり変わらないのであれば、我慢して建設しても後々後悔する

のではないか。 

・議事堂の傍聴席のシェアはどれくらいを考えているのか。

・議事堂には車椅子に乗りながら傍聴できるスペースを作るべき。

・役場庁舎と文化交流施設の３階の空白部分の利用方法は。

・本庁舎と文化交流施設、福祉センターのほうをオーバーブリッジで繋げるようなア

イデアはあるのか。

・監査委員室は独立して配置すべき。

・議会図書室はどこに配置をする予定か。

・こども園駐車場裏の一般住宅の方と、駐車場利用者の車の動線はどのようになるの

か。 

・３階イメージは議事堂のみなので、もう少し町民に開かれたような空間を作ること

はできないのか。 

・余裕空間のようなスペースを作ることができないのかと思っているが、今後の検討

で変わってくるのか。 

・町職員の声も十分に反映する庁舎作りが大事ではないか。

・厚真アイヌ協会には常任職員がいるのか。また、会員数とアイヌ協会のためのスペ

ースを確保する理由は。 

・３階の議会機能について、町民の方から相談を受けるスペースとして使用できる議

員控室を是非作ってほしい。 
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報告４号 

 

 

現金出納例月検査の結果報告について 

 

 

 監査委員から、現金出納例月検査の結果について、別紙のとおり報告があったの

で提出する。 

 

 

  令和５年１２月１４日提出 

 

 

厚真町議会議長 渡 部 孝 樹 
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厚 監 査 号 

令和５年１１月２４日 

厚真町議会議長 渡 部 孝 樹 様 

厚真町代表監査委員 佐 藤 公 博 

現金出納例月検査の結果報告について 

 地方自治法第２３５条の２第１項の規定に基づき実施した、令和５年度８月分・

９月分・１０月分の現金出納例月検査の結果について、同条第３項の規定により別

紙のとおり報告いたします。 
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